
目的目的目的目的

　　　当約款に定めのない事項については、関係法令の定めに基づき、関係法令に定めがない事項

　　　については「スノースポーツ安全基準」(全国スキー安全対策協議会・2013年10月改訂版)に

　　　準じるほか、社会通念上の行動にも準じます。

行動規制行動規制行動規制行動規制

第２条　スキー・スノーボードには、さまざまな特有の危険があり、特にスピードを伴うことから、

　　　各人の行動には、自分自身の事故防止と他の利用者の安全に対して責任ある行動が求められ

　　　ます。特に、次の事項には、ご注意ください。

　　　　１．他の利用者への危険行為の禁止

　　　　　　スキー場では、決して他の利用者の身体や持ち物に危害を与えないでください。

　　　　２．滑降時の一般的注意

　　　　　　常に前方をよく見て滑り、体調・技能・地形・天候・雪質・混雑等の状況に合わせて

　　　　　　スピードをコントロールし、いつでも他の利用者や事物を避けられるような滑り方を

　　　　　　選んでください。

　　　　３．先行者への配慮

　　　　　　後方や上方から滑ってゆく人は、先を滑っている他の利用者の邪魔をしたり、危険が

　　　　　　ないように進路・速度を選んでください。

　　　　４．追い越し

　　　　　　追い越すときは、追い越される他の利用者がどのような行動をとっても危険がないよ

　　　　　　う十分な間隔を空けて追い越してください。

　　　　５．周囲の確認

　　　　　　コースに合流するときや、斜面を横切るとき、また滑り始めるときには、前方・後方

　　　　　　・左右に注意して、自分自身にも他の利用者にも危険のないよう確かめてください。

　　　　６．コースをふさぐ行為の禁止

　　　　　　コース内で不用意に立ち止まらないでください。狭い所や、上方からの見通しが効か

　　　　　　ない場所は特に危険です。また、転倒した時は出来るだけ速やかにコースをあけてく

　　　　　　ださい。

　　　　７．コース利用時の注意事項

　　　　　　コース内は原則歩行禁止です。滑走具を装着していないスキー場利用者はコース内を

　　　　　　歩いて下ることや、滑走具を装着していても、コースを登ることはできません。

　　　　８．流れ止めの装着

　　　　　　斜面で流れたとき、他の利用者に危険を与えるおそれがある用具には、流れないよう

　　　　　　に工夫された装置を付けてください。

　　　　９．標識や警告・指示の遵守

　　　　　　標識や掲示物・放送等スキー場の警告に注意し、スキーパトロールやスキー場係員の

　　　　　　指示に従い、事故防止に努めてください。

　　　　10．相互扶助及び協力義務

　　　　　　事故に遭遇した場合は、自分自身がその事故の当事者かどうかにかかわらず、救急活

　　　　　　動やスキー場係員への通報にご協力ください。また、その際、当事者・目撃者を問わ

　　　　　　ず、身元を確認させていただくことがあります。

注意事項注意事項注意事項注意事項

第３条　スキー・スノーボードをする場合には、次のような危険に出遭うことがあります。

　　　スキー場利用者はこれをよく理解のうえ、注意深く行動し、安全で快適なスキー場利用に

　　　ご協力ください。

　　　　１．降雪・雨・雪・強風・濃霧など、天候による危険

　　　　２．崖・急斜面・凹凸など、地形による危険

　　　　３．アイスバーン・深雪・クレパス・雪崩など、雪や氷の状態による危険　

　　　　４．岩石・茂み・切株・立ち木・露出した地表など、自然の障害物による障害物による

　　　　　　危険　

　　　　５．リフト支柱・建物など、人口の構造物による危険

　　　　６．他の利用者との接近や衝突による危険

　　　　７．自分自身の失敗による危険

　　　　８．その他、これらに類する危険

第１条　当約款は、当社スキー場利用者の安全利用の維持向上を目的としております。

赤倉観光赤倉観光赤倉観光赤倉観光リゾートスキーリゾートスキーリゾートスキーリゾートスキー場利用約款場利用約款場利用約款場利用約款



禁止事項禁止事項禁止事項禁止事項

第４条　当スキー場利用に関して以下のことを禁止といたします。

　　　　１．閉鎖されたコースや立入禁止の区域へ進入すること。

　　　　２．他の利用者はもちろん、人口や自然の物体に接近して滑走すること。

　　　　３．リフトの運行を妨げる行為をすること。

　　　　４．雪上車に接近すること。

　　　　５．表示物・掲示物・標識類を毀損すること。

　　　　６．空き缶・煙草の吸殻・その他の物品を所定の場所以外に捨てたり放置したりすること。

　　　　７．いたずらに、コースの中を靴足のままで歩くこと。

　　　　８．犬などの動物をコースの中に放つこと。

　　　　９．アルコールや薬物の影響その他の事情により、心身が正常でない状態でスキー場へ入

　　　　　　ること。

　　　　10．場内での威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為。

　　　　11．法令等で禁止されたこと。

　　　　12．その他、他の利用者や自分自身の安全をおびやかすこと。

賠償請求及賠償請求及賠償請求及賠償請求及びびびび扶養負担扶養負担扶養負担扶養負担

第５条　当社では、スキー場の行動規則、注意・禁止事項に違反した行為によって発生した一切の

　　　事故の責任をおいかねるとともに、当社に損害又は賠償費用が発生した場合は、その事故を

　　　発生させた利用者に対してこの損害の賠償又は発生した費用を請求させていただきます。

　　２　本約款等に反し当スキー場管理区域の外に出たスキー場利用者又はその知人等から当社に

　　　遭難救助の申告があったときは、要救助者側からまず警察に一報を入れ、警察から当社に救

　　　助の要請があった場合のみ、当社と関係公官庁等が協力して救助活動を行いますが、当社は

　　　救助活動終了後、捜索・救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用

　　　その他発生した費用の一切を当該スキー場利用者に請求させていただきます。

不可抗力不可抗力不可抗力不可抗力

第６条　天災その他の不可抗力に基づく事由により、スキー利用者の安全が確保できない恐れがあ

　　　る場合には、スキー場又はリフトの全部または一部の営業を休止させていただくことがあり

　　　ます。

ドローンなどのドローンなどのドローンなどのドローンなどの無線航空機無線航空機無線航空機無線航空機のののの飛行禁止飛行禁止飛行禁止飛行禁止についてについてについてについて

第７条　当スキー場では、ドローンなどの無線航空機（一部有線の物も含む）の飛行についてリフ

　　　ト、その他施設の上空及び周辺や安全面に影響を及ぼす可能性のある場所での飛行を特別な

　　　許可がある場合を除き禁止といたします。

そのそのそのその他他他他

第８条　暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成4年3月1日施行）による指定暴力団

　　　及び指定暴力団員並びに反社会団体及び社会団体員等（暴力団及び過激行動団体等ならびに

　　　その構成員）の方々のご利用は、固くお断りいたします。

　

制定　　2020年4月1日


